
No.80
民
法
・
不
動
産
登
記
法
の

改
正
法
案
の
概
要

　

政
府
は
所
有
者
不
明
土
地

対
策
と
し
て
民
法
・
不
動
産

登
記
法
（
所
有
者
不
明
土
地

関
係
）
の
改
正
法
案
を
今
国

会
で
成
立
さ
せ
令
和
５
年
度

の
施
行
を
目
指
し
て
い
る
。

特
に
土
地
相
続
及
び
登
記
制

度
が
大
き
く
変
更
と
な
る
よ

う
だ
。
い
ま
は
相
続
が
発
生

し
て
も
登
記
義
務
は
な
く
、

登
記
申
請
し
な
く
て
も
罰

則
は
な
い
。
改
正
案
は
所
有

権
の
取
得
を
知
っ
て
か
ら
３

年
以
内
に
登
記
申
請
せ
ず
、

督
促
に
応
じ
な
い
場
合
は
10

万
円
以
下
の
過
料
と
な
る
。

不
動
産
の
所
有
者
が
住
所
や

氏
名
を
変
更
し
た
場
合
も
２

年
以
内
に
登
記
申
請
せ
ず
、

督
促
に
応
じ
な
い
場
合
は
５

万
円
以
下
の
過
料
と
な
る
。

又
、
登
記
所
が
住
民
基
本
台

帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
相
続
の

発
生
や
住
所
及
び
氏
名
の
変

更
を
把
握
で
き
る
仕
組
み
も

設
け
る
。
そ
の
他
、
相
隣
関

係
の
隣
地
使
用
権
や
竹
木
の

枝
等
の
切
除
権
、
共
有
地
の

ガ
ス
管
や
水
道
管
等
の
設
置

や
使
用
権
、
身
近
な
生
活
問

題
に
関
す
る
改
正
案
が
法
務

省
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

の
で
確
認
を
し
て
ほ
し
い
。


